
◆ 特別徴収切替届出（依頼）書記入上の留意点◆ 

 普通徴収で課税されている方を特別徴収に切り替える場合は「特別徴収切替届出（依頼）書」を提出してください。 

【添付資料】普通徴収分の納付書（納付済の領収証書はコピーを添付してください。） 

（注１）普通徴収の納期限が過ぎたものについては、特別徴収へ切り替えることができません。 

（注２）年金から市民税・県民税・森林環境税が徴収されている方については、原則として年度の途中で切り替えることができません。 

(注３）かわさき市税事務所法人課税課への特別徴収切替届出（依頼）書の到着が、20 日以降となった場合は、到着月の翌月に通知書をお送りできないことがありますので、御了承ください。 

 

 

［提出日］ 

 提出日を和暦で記入してください。 
 
 
［給与支払者（特別徴収義務者）］ 

 必要事項を記入してください。 
 
 
［給与所得者（納税義務者）］ 

必要事項を記入してください。 
※「１月１日現在の住所」欄は、課税

年度の１月１日にお住まいの住所地

を記入してください。 
 
 
 
［普通徴収（納付済期別）について］ 

普通徴収分の納付済みの期別を記入

の上、納付済みの領収証書のコピーと

納期限未到来の納付書の原本を添付し

てください。 
また、給与所得者が未納付であるこ

とを確認済みの場合は、「納付なし」を

〇で囲んでください。 

（記入例） 給与所得者が第３期まで納付済みの場合は「３期」 
            ２月随時まで納付済みの場合は「２月随時」 
  

［特別徴収義務者指定番号］ 

 すでに川崎市から指定番号を付番され

ている事業者は、その番号を記入してく

ださい。新規の場合は、空欄とし、納入

書の要否を〇で囲んでください。 
 また、税額変更後の納入書が必要な場

合は、QR 付納入書又は白紙納入書の必

要枚数を記入してください。 

 

［担当者連絡先］ 

問合せの際に、対応可能な連絡先を記

入してください。 
 
 
［特別徴収（開始月について）］ 

給与支払者にて、特別徴収を開始する

月分を記入してください。 
（記入例） 
 12 月に支払う給与分から徴収開始す

る場合、「12 月分、１月 10 日納期限」 
 
※納期限は原則として翌月 10 日です

が、土日祝日に重なる場合はその翌開

庁日となります。 

 


